
「群馬パーセントフォーアート」推進条例について

▶ 県予算や民間からの寄附等による「安定的な財源供
給」を全国で初めて条例に位置づける

▶ アート教育による始動人育成やアーティストが自立
できる環境を整え、アートが地域固有の歴史や風土、
文化などの触媒となって、新たな価値の創造や地域
経済の活性化を図る

▶ 地域経済の活性化により生み出された資金が次の
アート振興へとつながる、アートによる好循環を生
み出す

条例のポイント

【パーセントフォーアートとは？】
アーティスト支援として、アメリカで２０世紀初頭に生まれた

「１% for art」は、今では欧米を中心に制度化されています。
本条例では、「１% for art」の精神を生かしながら、群馬県が

目指す考えに合致した、新たな「群馬パーセントフォーアート」
制度を導入するものです。
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